
　こどもの基本的人権を国際的に保
障するために定められた条約です。
　18歳未満の児童（こども）を権利を
持つ主体と位置付け、大人と同様、ひ
とりの人間としての人権を認めると
ともに、成長の過程で特別な保護や
配慮が必要なこどもならではの権利
も定めています。
　この機会に上記２次元コードから
こどもの権利に関するクイズに挑戦
してみませんか。

問   こども未来課
☎092-643-3013 Ⓕ092-643-3765

　児童虐待は、社会
全体で解決すべき問
題です。あなたの電
話で救われるこども
がいます。虐待かもと思ったらすぐ
にお電話ください。

※通告・相談は匿名でも可能です
※連絡者や連絡内容に関する秘密は
守られます

問   こども福祉課
☎092-643-3256 Ⓕ092-643-3260

　当センターでは、お子さまの聞こえにつ
いて、不安をお持ちの保護者の皆さまの相
談を受け付けています。専門の職員が対応
しますので、お気軽にご相談ください。
開設日時　月、水、金10時～16時
※年末年始、祝日を除く

問   福岡県乳幼児聴覚支援センター
☎092-402-2673 Ⓕ092-415-3126

　地域若者サポートステーション（サポス
テ）は、働くことに悩みを抱えている15歳
から49歳までの皆さんに、無料で就労支
援を行っています。「働きだす力」を引き出
し、職場定着するまで全面的にバックアッ
プします！お気軽にご相談ください。
支援内容　個別相談、ビジネスマナ
ー講座、就労体験、就活サポートなど
支援機関

問   就業支援課
☎092-643-3594 Ⓕ092-643-3619

　柳
やなぎさかそね
坂曽根の櫨

はぜ
並
なみき
木の紅葉にあわせ

て、当施設でイベントを開催します。
日時　11月22日(土)10時～15時
場所　県農林業総合試験場資源活用
研究センター（久留米市山本町）
内容　試験研究内容の紹介・展示、工
作体験、農林産物加工品の販売など

問   農林業総合試験場（事務局）
☎092-924-2936 Ⓕ092-924-2981

　家庭教育・子育て支援など「子ども
の育ち」に関わる人や団体が、学習や
交流を通して支援の在り方を考える
フォーラムです。
日時　11月29日(土)10時30分～15時40分
場所　福岡県立社会教育総合センタ
ー（篠栗町金出）
定員　100人
※子どもプログラム（託児・体験活
動）の利用は申し込み時に要予約
申込締切　11月21日（金）12時

問   社会教育総合センター
☎092-947-3512 Ⓕ092-947-8029

　北朝鮮による拉致問題について関
心と認識を深めるための集いです。
日時　11月30日(日)13時30分～
15時30分
場所　ユメニティのおがた　大ホー
ル（直方市山部）
内容　横田拓也さん（拉致被害者横田
めぐみさんの弟）による講演など
定員　500人

問   保護・援護課
☎092-643-3301 Ⓕ092-643-3306

　江戸時代の多種多様な福岡のやき
もの111件を展示します。
日時　10月11日（土）～12月7日（日）
9時30分～16時30分
場所　九州歴史資料館（小郡市三沢）
観覧料　一般210円、高大生150円
※中学生以下65歳以上は無料、土曜
日は高校生も無料

問   九州歴史資料館
☎0942-75-9501 Ⓕ0942-75-7834

11月は
「秋のこどもまんなか月間」です

知っておこう！
「児童の権利に関する条約」
（こどもの権利条約）

【条約の４つの原則】
○ 生命、生存および発達に対する
権利
○こどもの最善の利益
○こどもの意見の尊重
○差別の禁止

11月はオレンジリボン・
児童虐待防止推進
キャンペーン

児童相談所虐待
対応ダイヤル   
１
い ち は や く

８９
お近くの児童相談所につながります
（24時間受付・通話料無料）

福岡県乳幼児
聴覚支援センター

サポートステーション
就労支援

福岡サポステ 092-739-3405
北九州サポステ 093-512-1871
筑後サポステ 0942-30-0087
筑豊サポステ 0948-21-6830

催　し

農林業総合試験場
ふれあいフェスタ

「みんなで育もう！
ふくおかの子ども育成
支援フォーラム」

拉致問題を考える
みんなの集い

特別展
「江戸時代に華ひらいた
福岡のやきもの」

県民相談室　☎092-643-3333 Ⓕ092-643-3107
北九州県民情報コーナー　☎・Ⓕ093-581-4934
その他、各保健福祉（環境）事務所の総合相談窓口でも受け付けています。
【郵送】〒８１２-８５７７（住所不要）県民情報広報課広聴係
※収集した個人情報は、当該業務の目的以外には使用しません

県政に対する
ご意見・ご相談
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